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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第128期

第３四半期連結
累計期間

第129期
第３四半期連結
累計期間

第128期
第３四半期連結
会計期間

第129期
第３四半期連結
会計期間

第128期

会計期間

自　平成20年
４月１日

至　平成20年
12月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成20年
10月１日

至　平成20年
12月31日

自　平成21年
10月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日

売上高 (百万円) 29,699 29,456 9,840 8,482 45,692

経常利益 (百万円) 2,046 2,391 994 1,005 3,410

四半期（当期）純利益 (百万円) 1,262 1,738 610 439 1,990

純資産額 (百万円) ― ― 25,350 25,387 24,006

総資産額 (百万円) ― ― 63,076 53,987 62,132

１株当たり純資産額 (円) ― ― 983.92 983.36 931.13

１株当たり四半期

（当期）純利益金額
(円) 49.03 67.50 23.72 17.08 77.32

潜在株式調整後

１株当たり四半期

（当期）純利益金額

(円) 49.03 67.43 23.71 17.06 77.30

自己資本比率 (％) ― ― 40.2 46.9 38.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △2,072 4,622 ― ― 922

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,217 △1,057 ― ― △1,259

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 1,831 △2,626 ― ― △669

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(百万円) ― ― 3,407 4,727 3,656

従業員数 (名) ― ― 823 849 816

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動については、次の「関係会社の状況」に記載のとおりであります。

　

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、Torishima Service Solutions FZCOを新たに設立し、連結子会社といたしまし

た。

名称 住所
資本金
又は出資金

主要な事業の
内容

議決権の所有
又は被所有割
合（％）

関係内容

(連結子会社)　 　 百万円　 　 　 　

Torishima Service

Solutions　FZCO
　　 ドバイ 100　 ポンプ事業 所有　　90.0　

中東でのポンプ諸機械

　

のサービス拠点として

　

おります。

役員の兼任・・・有　

　　　

　　　　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数（名） 849 (75)

（注）１　従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。

２　従業員数は、嘱託社員（162人）を除いております。

　

(2）提出会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数（名） 704 (74)

（注）１　従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

２　従業員数は、嘱託社員（159人）を除いております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の内容ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の内容 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

ポンプ事業 8,606 77.1

その他 512 125.4

合計 9,118 78.8

（注）　金額は販売価額によっており、消費税等は含まれておりません。

　

(2）受注実績

　当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の内容ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の内容 受注高（百万円） 前年同四半期比(％)受注残高（百万円） 前年同四半期比(％)

ポンプ事業 26,769 284.8 69,739 125.1

その他 623 81.9 970 56.1

合計 27,392 269.6 70,710 123.0

（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の内容ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の内容 金額（百万円） 前年同四半期比(％)

ポンプ事業 8,260 86.2

その他 222 85.0

合計 8,482 86.2

（注）１　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％）

FISIA ITALIMPIANTI

S.p.A.
1,645 16.7 1,130 13.3

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて変更及び追

加があった事項は、次のとおりであります。

　また、事業等のリスクを一括して記載しておりますが、変更及び追加箇所については＿＿罫で示しております。

　なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。　

　

(1) 受注・売上の需要先別の動向と収益環境

　当社グループの事業の核となるポンプ事業は、公共投資の縮減基調が今後も続く見通しのため、企業間の熾烈な受注

競争は当分の間厳しさが増す状況下、当社グループの今後の収益環境は予断を許さぬ情勢が続くと思われることか

ら、景気動向の悪化やそれに伴う収益環境の悪化が当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性がありま

す。

　当社グループはこれらに対応するため研究・開発に注力し、水・新エネルギーなどの資源や環境問題など、時代が求

める新たなニーズに適切に応える分野を強化しております。

　また、新しい事業領域としてその拡大を図っている環境事業、新エネルギー事業は、事業内容充実のための研究開発

・投資段階にあり償却負担増を吸収すべく採算面の改善を図っております。

　

(2) グローバリゼーションに伴う為替リスク、カントリーリスク及びプロジェクト・マネジメントリスク

中近東をはじめとする大型プロジェクト案件については、見積・提案から成約を経て製造・据付・引渡しに至るま

で長期に亘ることから、その間の為替変動に伴うリスクを負うほか、当該地域における政治的、経済的な社会情勢の急

変や税制の変更が当社グループの事業運営に障害または遅延をきたす可能性があり、また、日本国内との慣習の違い

に等により人員管理や案件管理が期待する水準と異なる可能性があること等から計画どおりにプロジェクトが進捗

しない可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

当社グループでは、カントリーリスク、プロジェクト・マネジメントリスクを軽減するため、為替予約、外貨建ての

資材調達の推進や現地での資材調達等をとおしてリスクヘッジを行っております。
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また、世界市場の中で高い先端性のある技術を持っている企業は競争に打ち勝ち、膨大な市場獲得のチャンスが拡

大します。当社グループは、こうした競争環境の現実に対して、ハイテク分野に集中する方針を採用し、グローバルに

展開するマーケティング・研究／開発・生産体制・アウトソーシング等、新たな成長機会を指向する組織体制の構築

を推し進めております。　

　

(3) 有価証券の保有に係るリスク

　当社グループは、資産圧縮方針のもと有価証券の売却を進めております。

保有有価証券は、今後の株式市場及び経済環境や企業収益の動向によっては株価下落等に伴うリスクが発生するこ

とも考えられ、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

当社グループは、かかる有価証券保有に伴うリスクを回避するために、今後とも保有有価証券の見直しを行ってい

く方針であります。

　

(4) 設備工事及び機器製造における事故及び災害に係るリスク

　当社グループの生産地域は高槻市の本社工場に集中しており、当社グループが受注したプロジェクト案件のための

設備工事及び機器製造において、予期しない事故及び災害が発生したときは、生産能力が低下することや事業体制の

立直しのために多額のコストを要する場合があり、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性がありま

す。

　かかる事故及び災害に備えて、当社グループでは、全社的に安全のための行動と対策を周知徹底しており、また、過去

において大きな被害をもたらす事故及び災害は発生しておりませんが、これらの施策が事故や災害による損害を完全

に阻止できる保証はありません。

　

(5) 製品保証及び工事損失に係るリスク

当社グループでは、顧客の要望に十分に応えるため、品質、機能、安全性、納期等に万全を期しておりますが、当社グ

ループの製品に重大な不具合が存在するときは、予期せぬ追加工事が発生したり、リコールが発生する等して、多額の

製品保証費用等が発生する可能性があり、会計上は製品保証引当金等を計上しているものの、当社グループの業績及

び財務状況に影響を与える可能性があります。

　

(6) 法的規制等に係るリスク

当社グループは、製造物責任法、独占禁止法、建設業法等、様々な法的規制を受けております。また、当社グループは

海外でも事業を展開しており、各国の法的規制を受けております。

当社グループでは法令遵守の徹底を図っておりますが、法律・規制等が強化された場合や予期し得ない法律・規制

等の導入・改正等があった場合は、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

　

(7) 訴訟等に係るリスク

当社グループでは事業に関連して国内外の訴訟等の対象となるリスクが存在することを認識しており、将来、重要

な訴訟等が提起された場合には、当社グループの業績及び財政状況に影響を与える可能性があります。

当社グループは、海外プロジェクトにおいて起用した下請業者の契約不履行に伴い、当社グループが代替した工事

代金を支払うよう交渉してまいりましたが、下請業者は契約不履行はないと主張し、契約代金の支払いを求める仲裁

の申し立てを行っております。

当社グループは下請業者の主張に根拠がないことから、同工事代金の支払いを求める反対請求を行い、現在仲裁手

続中であります。

なお、現時点では仲裁の結果を予測することはできません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

　当第３四半期連結会計期間の売上高は、8,482百万円（前年同期比1,357百万円減少）を計上いたしました。利益面

については、営業利益は664百万円（前年同期比234百万円減少）となり、売上高営業利益率は7.8％となりました。

　経常利益は、営業外収益として為替予約の効果により為替差益が281百万円発生したこと及び営業外費用として支

払利息を36百万円計上した結果、1,005百万円（前年同期比10百万円増加）となり、売上高経常利益率は11.9％とな

りました。

　税引後の四半期純利益は、特別損失として仲裁対象の債権に係る貸倒引当金繰入額を256百万円計上したこと及び

投資有価証券評価損として25百万円計上した結果、439百万円（前年同期比171百万円減少）となり、売上高四半期

純利益率は5.2％となりました。

　　なお、１株当たり四半期純利益金額は17.08円となりました。　

　

(2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ8,144百万円減少し、53,987百万円とな

りました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少(前連結会計年度末比7,370百万円減少)などによるものでありま

す。

　負債は、前連結会計年度末に比べ9,525百万円減少し、28,600百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金の減少(前連結会計年度末比5,195百万円減少)及び長期借入金の減少(前連結会計年度末比1,475百万円減少)な

どによるものであります。

　純資産については、前連結会計年度末に比べ1,381百万円増加し、25,387百万円となりました。これは利益剰余金の

増加(前連結会計年度末比1,289百万円増加)などによるものであります。

　

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ

1,070百万円増加し、4,727百万円となりました。

　

　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動による資金の増加は1,160百万円(前年同期は2,072百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四

半期純利益が前年同期比248百万円減少して724百万円となり、また、棚卸資産の増加519百万円、仕入債務の減少367

百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少1,643百万円、前受金の増加453百万円などの資金の増加

があったことなどによるものであります。　

　

　　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動による資金の減少は280百万円(前年同期は123百万円の減少)となりました。これは投資有価証券の売却

による収入15百万円などの資金の増加はありましたが、有形固定資産の取得による支出345百万円などの資金の減

少があったことなどによるものであります。

　

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動による資金の減少は544百万円(前年同期は1,759百万円の増加)となりました。これは短期借入金の減少

235百万円、配当金の支払199百万円などの資金の減少があったことなどによるものであります。

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。
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株式会社の支配に関する基本方針について

　当社は、平成20年５月14日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）

（以下「本プラン」という。）を導入することを決議し、平成20年６月27日開催の第127期定時株主総会において、

本プランの導入につき承認を得ております。

　その概要は以下のとおりであります。

　(1) 基本方針の内容

　当社は、株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の

大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限

り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の

決定に委ねられるべきと考えております。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない

可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価

値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主が最終的な決定をするために必要な情報が十分に提供さ

れないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は株主から負託された者の責務として、株主のために必要な時間や情報の

確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。  

　

(2) 基本方針の実現のための取組み

  ①基本方針の実現に資する特別な取組み 

(a)　当社は「金銭の赤字は出しても、信用の赤字は出すな」を社是に、人類の生活とは不可分であるポンプ事業

を推進し、優れた製品・技術・サービスの提供を通じて、社会の発展、文化の向上に貢献してまいりました。

　21世紀は「水とエネルギーと環境の時代」と言われており、こうした人類が抱える大きな課題は当社グ

ループが長年培ってきた、様々な技術を生かせるものであります。

　当社グループは人類が必要としている技術を一層高度化させ、これからも人類の持続的な進歩に貢献する、

価値ある活動を続けたいと考えております。

(b)　当社はコーポレートガバナンスの強化と迅速な経営判断を行うため、次のように取り組んでおります。

(ⅰ)経営監督機関として取締役会を設置しています。

(ⅱ)執行役員制度を導入し、経営における監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の責任と役割を

明確化しています。

(ⅲ)社長の最高協議機関として、子会社を含む執行役員を構成メンバーとした経営会議を設置しています。 

(ⅳ)ＣＳＲ推進室を中心に内部統制システムの整備に取り組んでいます。

　

　②基本方針に照らして不適切な者が支配することを防止するための取り組み

(a)　本基本方針は以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式の買付けまたはこれに類似する行為（ただし、当社

取締役会が承認したものを除く。以下「大規模買付等」）がなされる場合を適用対象とし、大規模買付等を

行い、または行おうとする者（以下「買付者等」）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければな

らないものとします。

(ⅰ)当社が発行者である株式について、保有者の株式保有割合が20％以上となる買付け 

(ⅱ)当社が発行者である株式について、保有者の公開買付けに係る株式の株式所有割合及びその特別関係者

の株式所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

(b)　買付者等に対し当該買付者等が大規模買付等に際して手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面

（以下「意向表明書」）の提出を求めます。 

(c)　意向表明書の提出があった場合には、買付者等に対し大規模買付等に対する株主の判断のために必要かつ

十分な情報（以下「本必要情報」）の提供を求めます。 

 なお、株主の判断に必要な情報については随時開示いたします。

 　また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買

付者等に通知するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

(d)　買付者等が上記(b)から(c)に規定する手続きを遵守しなかった場合、若しくは、買付者等による大規模買付

等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合には、対抗措置の発動の決議を

行うものといたします。

EDINET提出書類

株式会社酉島製作所(E01636)

四半期報告書

 7/29



　当社取締役会は、対抗措置の発動の決議に先立ち、株主の意思を確認することが適切と判断する場合、下記

(e)に定める手続きを行うものとします。

  また、買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を損なう虞があるものと認められ

る場合であって、対抗措置の発動決議を行うことが相当と認められる場合には、対抗措置の内容及びその発

動の賛否に関し、株主の意思を確認するために下記(e)に定める手続きを行うものとします。

　この場合、当社取締役会は、下記(e)に定める株主意思確認総会または書面投票の決定に従って、当社の企業

価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行いま

す。

(e)　株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、または書面投票のいずれかを選択し実

施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会または臨時株主総会とあわせて開催する場合もあ

ります。

  当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会または書面投票のいずれによって株主意思の

確認を行うのかを決定するものとし、決定内容については速やかに情報開示を行います。

　また、当社取締役会は、株主意思確認総会または書面投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役

会が適切と判断する事項について速やかに情報開示を行います。

(f)　当社取締役会が上記(e)の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、(ⅰ)買付

者等が大規模買付等を中止した場合、または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係

等に変動が生じ、かつ当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維

持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止または発動

の停止を行います。

　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事

項について情報開示を行います。

(g)　大規模買付等の開始時期 

　買付者等は、上記(b)から(e)に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動、ま

たは不発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。

(h)　対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が発動する対抗措置としては、原則として新株予約権の無償割当てを行います。ただし、会社

法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合に

は、当該その他の対抗措置を用いることもあります。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、対抗措置の中止または発動の停

止を決定することがあります。

(i)　本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、平成20年５月14日の取締役会決議の日から、平成23年６月開催予定の定時株主総会

終結の時までとします。

　ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がな

された場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。

　また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた

場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

　

(3) 具体的な取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　①　当社取締役会は上記(2)の取り組みは上記(1)の基本方針に沿ったものであり、買付者等が本プランに定められ

た手続きに従うことなく大規模買付等がなされた場合を除き、買付者等による大規模買付等に対する対抗措置

の発動について株主の意思を直接確認するものであることから株主共同の利益を損なうものではないと判断

しております。

　②　当社取締役会は上記(2)の取り組みは合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設

定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していることから、当社役員

の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

　　

(5）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は166百万円であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　

会社名
事業所名
(所在地)

事業の内容 設備の内容
投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

提出
会社

本社及び
工場

ポンプ事業 機械 500 ― 自己資金
平成21年
10月

平成22年
３月

生産能力
10％増加

(注)　上記の金額に消費税等は含まれておりません。

　

　当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更並びに重要な設備の完了はありません。　

　また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 29,889,079 29,889,079

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は

100株であります。

計 29,889,079 29,889,079 ― ―

　

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年９月18日　取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 94

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 9,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　１

新株予約権の行使期間 平成20年９月20日から平成50年９月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価額　　2,013

資本組入額　1,007

新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役の
それぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日
までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとします。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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平成21年７月16日　取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数(個) 194
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 19,400
新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　１
新株予約権の行使期間 平成21年７月18日から平成51年７月17日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円)

発行価額　　1,257
資本組入額　  629

新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役の
それぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日
までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとします。

代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　

　

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成21年10月１日～

平成21年12月31日
― 29,889,079 ― 1,592 ― 4,610

　

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができない

ので、直前の基準日である平成21年９月30日現在で記載しております。

①【発行済株式】

　 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　 4,142,200
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　25,708,500 257,085 ―

単元未満株式 普通株式　　　38,379 ―
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 29,889,079 ― ―

総株主の議決権 ― 257,085 ―

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数
（株）

他人名義所有
株式数
（株）

所有株式数の
合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社酉島製作所

大阪府高槻市

宮田町一丁目１番８号
4,142,200 ― 4,142,200 13.8

計 ― 4,142,200 ― 4,142,200 13.8

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

　
10月

　
11月

　
12月

最高（円） 1,370 1,488 1,547 1,451 1,453 1,550 1,649 1,753 2,155

最低（円） 1,093 1,220 1,350 1,210 1,353 1,313 1,361 1,537 1,701

（注）　最高・最低株価は東京証券取引所第一部によるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　　　

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツ

となっております。　
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,727 3,656

受取手形及び売掛金 ※3
 14,769 22,139

有価証券 － 4

商品及び製品 ※2
 165 161

仕掛品 ※2
 9,340 10,177

原材料及び貯蔵品 1,707 1,509

繰延税金資産 1,505 1,537

その他 2,528 3,865

貸倒引当金 △266 △27

流動資産合計 34,477 43,024

固定資産

有形固定資産 ※1
 7,092

※1
 6,854

無形固定資産 37 40

投資その他の資産

投資有価証券 10,788 10,303

その他 1,761 2,079

貸倒引当金 △170 △170

投資その他の資産合計 12,380 12,212

固定資産合計 19,510 19,107

資産合計 53,987 62,132
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,892 12,088

短期借入金 6,560 7,170

未払法人税等 456 1,221

前受金 6,583 6,932

賞与引当金 342 674

製品保証引当金 1,634 1,450

工事損失引当金 ※2
 109 1,105

その他 1,703 1,679

流動負債合計 24,283 32,322

固定負債

長期借入金 1,540 3,016

退職給付引当金 2,013 1,979

債務保証損失引当金 115 150

その他 647 657

固定負債合計 4,317 5,803

負債合計 28,600 38,125

純資産の部

株主資本

資本金 1,592 1,592

資本剰余金 4,615 4,612

利益剰余金 20,345 19,055

自己株式 △2,189 △2,189

株主資本合計 24,363 23,070

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,058 1,090

繰延ヘッジ損益 65 106

為替換算調整勘定 △169 △295

評価・換算差額等合計 954 901

新株予約権 31 17

少数株主持分 37 16

純資産合計 25,387 24,006

負債純資産合計 53,987 62,132
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 29,699 29,456

売上原価 23,591 23,216

売上総利益 6,108 6,239

販売費及び一般管理費 ※1
 4,413

※1
 4,520

営業利益 1,694 1,719

営業外収益

受取配当金 231 169

持分法による投資利益 91 65

為替差益 － 435

受取賃貸料 51 51

その他 167 116

営業外収益合計 541 838

営業外費用

支払利息 117 99

その他 71 67

営業外費用合計 189 166

経常利益 2,046 2,391

特別利益

投資有価証券売却益 183 103

工事損失引当金戻入額 － 1,003

特別利益合計 183 1,106

特別損失

投資有価証券評価損 166 25

投資有価証券売却損 － 100

貸倒引当金繰入額 － 256

リース解約損 20 －

特別損失合計 187 382

税金等調整前四半期純利益 2,042 3,115

法人税等 787 1,384

少数株主損失（△） △6 △7

四半期純利益 1,262 1,738
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 9,840 8,482

売上原価 7,497 6,300

売上総利益 2,343 2,182

販売費及び一般管理費 ※1
 1,444

※1
 1,518

営業利益 898 664

営業外収益

受取配当金 87 69

持分法による投資利益 7 －

為替差益 － 281

受取賃貸料 16 16

その他 61 38

営業外収益合計 172 406

営業外費用

支払利息 43 36

為替差損 16 －

その他 16 28

営業外費用合計 76 65

経常利益 994 1,005

特別利益

投資有価証券売却益 144 －

特別利益合計 144 －

特別損失

投資有価証券評価損 166 25

貸倒引当金繰入額 － 256

特別損失合計 166 281

税金等調整前四半期純利益 972 724

法人税等 358 286

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △2

四半期純利益 610 439
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,042 3,115

減価償却費 642 610

製品保証引当金の増減額（△は減少） 302 184

工事損失引当金の増減額（△は減少） 361 △996

受取利息及び受取配当金 △271 △201

支払利息 117 99

投資有価証券売却損益（△は益） △183 △2

投資有価証券評価損益（△は益） 166 25

売上債権の増減額（△は増加） 77 7,384

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,420 643

仕入債務の増減額（△は減少） △2,558 △5,202

前受金の増減額（△は減少） 3,657 △342

その他 △964 1,133

小計 △1,030 6,452

利息及び配当金の受取額 279 200

利息の支払額 △109 △85

法人税等の支払額 △1,212 △1,945

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,072 4,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △698 △698

投資有価証券の取得による支出 △401 △1,022

投資有価証券の売却による収入 376 507

貸付けによる支出 △523 △10

貸付金の回収による収入 － 114

その他 30 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,217 △1,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,399 △2,039

長期借入金の返済による支出 △164 △155

配当金の支払額 △389 △428

その他 △13 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,831 △2,626

現金及び現金同等物に係る換算差額 174 124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,283 1,062

現金及び現金同等物の期首残高 4,691 3,656

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 7

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,407

※1
 4,727
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項の変更

（１）連結の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間より、前連結会計年度まで非連結子会社であった㈱クリーンエネルギー五色を重要性が増

したため、連結の範囲に含めております。

　なお、連結子会社であった㈱玄海風力エネルギー開発及び㈱大星山風力エネルギー開発は、連結子会社である㈱風

力エネルギー開発による吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。　

第２四半期連結会計期間より、酉島ポンプ(天津)有限公司を設立したため、また、第１四半期連結会計期間まで持

分法適用関連会社であったトリシマ　マレーシア㈱の株式を追加取得したため、それぞれ連結の範囲に含めておりま

す。　

当第３四半期連結会計期間より、Torishima Service Solutions FZCOを設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。

　

（２）変更後の連結子会社の数

　12社

２．持分法の適用に関する事項の変更

（１）持分法適用関連会社

　第２四半期連結会計期間より、第１四半期連結会計期間まで持分法適用関連会社であったトリシマ　マレーシア㈱

の株式を追加取得したため、持分法適用関連会社から除外し連結の範囲に含めております。

　

（２）変更後の持分法適用関連会社の数

　３社

３．会計処理の原則及び手続の変更

売上高及び売上原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用していましたが「工事契約に関する会計基

準」(企業会計基準第15号　平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第18号　平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した請負工事

から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負工事については工事進

行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,000百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益は、それぞれ272百万円増加しております。

　

【表示方法の変更】

　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「為替差益」(前第３四

半期連結累計期間 11百万円)は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記

しております。
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【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げ

を行う方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

税金費用の計算

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 14,155百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 13,826百万円

※２　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

　　　損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産の

うち、工事損失引当金に対応する額は97百万円（うち、

商品及び製品0百万円、仕掛品97百万円）であります。

※３　期末日満期手形の会計処理

　　　　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当第３四半期連

結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

　　　　　受取手形　　　　　103百万円　　　　　　　　　　　　

――――――
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（四半期連結損益計算書関係）

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料及び手当 1,507百万円

賞与引当金繰入額 138百万円

退職給付費用 95百万円

従業員給料及び手当 1,552百万円

賞与引当金繰入額 127百万円

退職給付費用 117百万円

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料及び手当 690百万円

賞与引当金繰入額 △148百万円

退職給付費用 31百万円

従業員給料及び手当 610百万円

賞与引当金繰入額 △142百万円

退職給付費用 32百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,407百万円

現金及び現金同等物 3,407百万円

現金及び預金 4,727百万円

現金及び現金同等物 4,727百万円

　

EDINET提出書類

株式会社酉島製作所(E01636)

四半期報告書

21/29



（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年12月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

　

普通株式（株） 29,889,079　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

　

普通株式（株） 4,142,507　

　

３　新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　提出会社　31百万円

　

４　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月13日

取締役会
普通株式 231 9平成21年３月31日平成21年６月８日利益剰余金

平成21年11月11日

取締役会
普通株式 231 9平成21年９月30日平成21年12月１日利益剰余金

　

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）において、

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるポンプ事業の割合がいずれも90％を超えているため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。　

　

　

【所在地別セグメント情報】

　前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）において、

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　 アジア 中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,049 2,948 1,178 7,176

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 9,840

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
31.0 29.9 12.0 72.9

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　 アジア 中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,732 3,136 407 5,276

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 8,482

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
20.4 37.0 4.8 62.2

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　 アジア 中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,696 11,022 3,086 20,804

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 29,699

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
22.6 37.1 10.4 70.1

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　 アジア 中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,030 13,011 2,099 19,141

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 29,456

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
13.7 44.2 7.1 65.0

（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア…………中国、ベトナム、インド

(2）中東……………アラブ首長国連邦、カタール、サウジアラビア

(3）その他の地域…チリ、リビア、アルゼンチン

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

983.36円 931.13円

（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 25,387 24,006

普通株式に係る純資産額（百万円） 25,318 23,972

差額の主な内訳（百万円） 　     

新株予約権 31 17

少数株主持分 37 16

普通株式の発行済株式数（株） 29,889,079 29,889,079

普通株式の自己株式数（株） 4,142,507 4,144,121

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

数（株）
25,746,572 25,744,958

　

２　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 49.03円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
49.03円

１株当たり四半期純利益金額 67.50円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
67.43円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 1,262 1,738

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株主に係る四半期純利益（百万円） 1,262 1,738

普通株式の期中平均株式数（株） 25,746,649 25,746,254

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

の算定に用いられた四半期純利益調整額（百万円）
― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定

に用いられた普通株式増加数（株）
4,421 27,840

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在

株式について前連結会計年度末から重要な変動があ

る場合の概要

― ―
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第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 23.72円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
23.71円

１株当たり四半期純利益金額 17.08円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
17.06円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 610 439

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株主に係る四半期純利益（百万円） 610 439

普通株式の期中平均株式数（株） 25,745,552 25,746,733

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

の算定に用いられた四半期純利益調整額（百万円）
― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定

に用いられた普通株式増加数（株）
11,690 28,784

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在

株式について前連結会計年度末から重要な変動があ

る場合の概要

― ―

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

(1)中間配当　

　平成21年11月11日開催の取締役会において、第129期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）の中間配当を

当社定款第45条の規定に基づき、次のとおり行うことを決議いたしました。

①　中間配当金の総額 231百万円　

②　１株当たりの中間配当金 ９円00銭　

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成21年12月１日　

　　（注）　平成21年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。

　

(2)重要な訴訟事件等

　当社グループは、海外プロジェクトにおいて起用した下請業者の契約不履行に伴い、当社グループが代替した工事代

金を支払うよう交渉してまいりましたが、下請業者は契約不履行はないと主張し、契約代金の支払いを求める仲裁の

申し立てを行っております。

　当社グループは下請業者の主張に根拠がないことから、同工事代金の支払いを求める反対請求を行い、現在仲裁手続

中であります。

　なお、現時点では仲裁の結果を予測することはできません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社酉島製作所(E01636)

四半期報告書

27/29



　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　
　

　 平成21年２月６日

株式会社酉島製作所

　 取締役会　御中 　

　

　 監査法人　トーマツ 　

　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 伯川　志郎　　印

　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 白水　一信　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社酉島製作所

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社酉島製作所及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管している。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　
　

　 平成22年２月２日

株式会社酉島製作所

　 取締役会　御中 　

　

　 有限責任監査法人トーマツ 　

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 白水　一信　　印

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 甲斐　祐二　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社酉島製作所

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社酉島製作所及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報　

　四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会計期間から

工事契約に関する会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用して四半期連結財務諸表を作成している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管している。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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